
京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例（令和５年３月 

３０日京都市条例第   号）（環境政策局循環型社会推進部資源循環推進課） 

持込ごみ及び業者収集ごみの搬入手数料の適正化を図る必要があるため、次のとおり

京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正することとしました。 

１ 既に廃止している事業に関する手数料の規定の削除 

２ 持込ごみの搬入手数料の改定 

改正前 改正後 

【100kg以下】 

1,000円 

【100kg以下】 

1,500円 

【100kg超～600kg】 

1,000円＋1,500円/100kg 【100kg超～】 

1,500円＋200円/10kg 【600kg超～】 

8,500円＋2,000円/100kg 

３ 業者収集ごみの搬入手数料の改定 

改正前 改正後 

1,000円/100kg 

業者収集マンションのプラスチック使用製品 

75円/10kg  

業者収集マンションのプラスチック使用製品

以外の一般廃棄物 

150円/10kg 

この条例は、上記１については令和５年４月１日から、上記２については令和５年  

１０月１日から、上記３については令和７年４月１日から施行することとしました。 
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 京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和５年３月３０日   

京都市長  門 川 大 作   

京都市条例第   号 

   京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例  

第１条 京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  別表第１その他の一般廃棄物の項中 

 「    

を削る。 
 占有者等が収集、運搬及び

処分を委託する場合 

１００リットル

までごと 
８００  

 

   」 
第２条 京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  別表第１その他の一般廃棄物の項中 

 「    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を 

１回の搬入量が

１００キログラ

ム以下のとき。 

１，０００  
  

 

 

 

 

 

 

占有者等又は一般廃棄物収

集運搬業者が市長の指定す

る施設に搬入し、処分を委

託する場合（一般廃棄物収

集運搬業者が市長の指定す

る方法により搬入し、処分

を委託する場合を除く。） 

 

 

 

１回の搬入量が

１００キログラ

ムを超え６００

キログラム以下

のとき。 

１，０００円に

１００キログラ

ムを超える部分

が１００キログ

ラムに達するま

でごとに１，５

００円を加えた

額 
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１回の搬入量が

６００キログラ

ムを超えるとき。 

８，５００円に

６００キログラ

ムを超える部分

が１００キログ

ラムに達するま

でごとに２，０

００円を加えた

額  

   」 
 「     
 

占有者等又は一般廃棄物収

集運搬業者が市長の指定す

る施設に搬入し、処分を委

託する場合（一般廃棄物収

集運搬業者が市長の指定す

る方法により搬入し、処分

を委託する場合を除く。） 

１回の搬入量が

１００キログラ

ム以下のとき。 

１，５００  

 

に改める。 

 

１回の搬入量が

１００キログラ

ムを超えるとき。 

１，５００円に

１００キログ

ラムを超える

部分が１０キ

ログラムに達

するまでごと

に２００円を

加えた額  

   」  
第３条 京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を次のように改正する。 

別表第１その他の一般廃棄物の項を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

一般廃棄物収集運搬業

者が市長の指定する施

設に市長の指定する方

市長が指定する

プラスチック使

用製品 

１０キログラ

ムまでごと 
７５  



 

 

その他の一

般廃棄物 

 

 

 

 

 

 

 

 

法により搬入し、処分を

委託する場合 

 

 

   
市長が指定する

プラスチック使

用製品以外の一

般廃棄物 

 

１０キログラ

ムまでごと 

 

１５０  

占有者等又は一般廃棄

物収集運搬業者が市長

の指定する施設に搬入

し、処分を委託する場合

（一般廃棄物収集運搬

業者が市長の指定する

方法により搬入し、処分

を委託する場合を除

く。） 

１回の搬入量が

１００キログラ

ム以下のとき。 

１，５００  

１回の搬入量が

１００キログラ

ムを超えるとき。 

１，５００円に１００キ

ログラムを超える部分が

１０キログラムに達する

までごとに２００円を加

えた額 

   附 則 

 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第１条の規定 令和５年４月１日 

 ⑵ 第２条の規定 令和５年１０月１日 

 ⑶ 第３条の規定 令和７年４月１日 

（環境政策局循環型社会推進部資源循環推進課） 


